
宮崎県高等学校体育連盟弔意宮崎県高等学校体育連盟弔意宮崎県高等学校体育連盟弔意宮崎県高等学校体育連盟弔意・・・・見舞見舞見舞見舞にににに関関関関するするするする規定規定規定規定

本連盟では弔意・見舞に関する規定をつぎのとおり設け、各条により、その該当者に対し、弔意・見舞の

意を表する。

第１条 加盟校生徒、および役員が死亡した場合、つぎのようにする。

１）加盟校生徒が本連盟主催（全国高校総体、九州大会を含む）の競技大会において死亡した場合、

20,000円の弔慰金をおくり、会長名で弔電を打つ。

２）本連盟の役員が死亡した場合、20,000円の弔慰金をおくり、会長名で花輪（供花）をおくり、弔

電を打つ。

３）本連盟の役員の親族（１親等）が死亡した場合は3,000円の弔慰金と会長名で弔電を打つ。

第２条 加盟校生徒、および役員が病気や負傷した場合、つぎのようにする。

１）加盟校生徒が本連盟主催（全国高校総体、九州大会を含む）の競技大会において負傷（１ヶ月以

上)で入院した場合、5,000円の見舞金をおくる。

２）本連盟の役員が病気や負傷で１ヶ月以上入院した場合、5,000円の見舞金をおくる。

第３条 この規定以外で会長が必要と認めた場合は、弔意・見舞の意を表することができる。この場合事後

理事会に報告する。

附則 高体連役員とは高体連要覧に記載されている役員３，４，５，６，７を指す。

この規程は平成１２年１２月１５日の常任理事会で審議し平成１３年２月２６日の理事会で承認さ

れ、平成１３年度より運用される。


